
軽
自
動
車
税
の
減
免

　

障
害
の
あ
る
方
の
た
め
に
使
用
す
る
軽

自
動
車
な
ど
で
一
定
の
要
件
を
満
た
す
も

の
に
つ
い
て
、
申
請
に
よ
り
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）
を
減
免
し
て
い
ま
す
。

　

軽
自
動
車
に
は
、
原
動
機
付
自
転
車

（
１
２
５
cc
以
下
）、
二
輪
車
（
２
５
０
cc

以
下
）、
二
輪
の
小
型
自
動
車
を
含
み
ま

す
。

　

次
の
表
の
区
分
（
ア
）
か
ら
（
オ
）
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
減
免
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

減
免
申
請
の
手
続
き

　

納
税
通
知
書
を
受
け
取
っ
て
か
ら
５
月

31
日
㈬
ま
で
に
市
民
税
務
課
で
手
続
き
が

で
き
ま
す
。
納
税
通
知
書
の
発
送
は
５
月

初
旬
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
減
免
の
対
象

と
な
る
障
害
の
級･

程
度
や
申
請
に
必
要

な
書
類
な
ど
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た

は
市
民
税
務
課
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
の

構
成
員
の
方
の
納
付
方
法

　

米
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
や
そ
の
家
族

の
方
の
所
有
す
る
軽
自
動
車
（
Ａ
ナ
ン

バ
ー
の
車
両
）に
対
す
る
軽
自
動
車
税（
種

別
割
）
は
、
通
常
の
納
付
書
で
の
支
払
い

が
で
き
ま
せ
ん
。
市
民
税
務
課
で
証
紙
を

購
入
し
て
納
め
て
く
だ
さ
い
。
支
払
い
は
、

市
民
税
務
課
で
の
み
取
り
扱
い
ま
す
。
金

融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
で
の
取
り
扱
い

は
あ
り
ま
せ
ん
。

納
税
通
知
書
は
４
月
上
旬
発
送

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
納
税
通
知

書
は
、
４
月
上
旬
に
発
送
す
る
予
定
で
す
。

（
第
１
期
納
期
限
は
５
月
１
日
㈪
で
す
）

課
税
明
細
書
は
確
定
申
告
に
使
え
ま
す

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
明
細
は
、

納
税
通
知
書
と
一
緒
に
つ
づ
ら
れ
て
い
ま

す
。
資
産
が
多
い
場
合
は
、
別
紙
と
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

課
税
明
細
書
は
、
翌
年
の
確
定
申
告
で

不
動
産
所
得
や
営
業
所
得
な
ど
の
必
要
経

費
の
算
定
資
料
と
し
て
使
用
で
き
ま
す
。

区分 軽自動車の所有者 運転者 使用の目的

（ア） 本人 本人 特に問わない

（イ） 家族 本人
本人の通学、通院、
通所、生業などのた
めに１年以上の間、
週３日以上使用す
ること

（ウ） 本人 家族

（エ） 家族 家族

（オ）身体障害者などのみで構成
される世帯の構成員 常時介護者

○「営業用」の軽自動車は減免の対象になりません。
○ 「本人」とは身体障害者、戦傷病者、知的障害者または精神障害者のことで
す。（障害の級･程度によっては、減免の対象とならない場合があります）

○ 「家族」とは本人（身体障害者など）と生計を同じくしている人のことです。

縦覧帳簿の縦覧 固定資産課税台帳の閲覧

期間
４月３日（月）～５月１日（月）
（土・日曜日、祝日を除く）
８時30分～ 17時15分

４月３日（月）～随時
（土・日曜日、祝日を除く）
８時30分～ 17時15分

縦覧・閲覧
場所 市民税務課固定資産税係（市役所２階）

縦覧・閲覧
ができる方

○固定資産税の納税者
○納税者と同居の家族
○代理人

○固定資産税の納税義務者
○納税義務者と同居の家族
○代理人
○借地、借家人

必要なもの
○本人確認書類（※）
○委任状
　（代理人が縦覧するとき）

○本人確認書類（※）
○委任状
　（代理人が閲覧するとき）
○契約書などの書類
　 （借地、借家人が閲覧する
とき）

手数料 無料 １件につき200円（ただし縦
覧期間中は無料）

※本人確認書類
○ １点で済むもの：マイナンバーカード、運転免許証など、公的機関発行
の写真付きの身分証明書
○ ２点必要なもの：健康保険証、介護保険証、年金手帳、学生証、法人発行
の写真付きの身分証明書など

◎ 縦覧帳簿の縦覧方法…手書きによる書き写しは可能ですが、コピーな
どはできません。

固定資産の
縦覧・閲覧
問い合わせ
　市民税務課　☎59-2129

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の
お
知
ら
せ

　
　
　
　
　
　

問
い
合
わ
せ　

市
民
税
務
課　

☎
59
２
１
２
７

◆
バ
ー
コ
ー
ド
で
の
納
付
◆

利
用
で
き
る
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
が

新
た
に
２
つ
追
加
さ
れ
ま
し
た

　

市
税
の
ほ
か
各
保
険
料
な
ど
の
納
付
書

に
は
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て
い
る
納
付

書
は
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
や
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
で
も
納
付
で

き
ま
す
。

利
用
で
き
る
ス
マ
ホ
ア
プ
リ

　

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ 

Ｐ
ａ
ｙ
、

ａ
ｕ 

Ｐ
Ａ
Ｙ
、
ｄ
払
い
、
支
払
秘
書

◆
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
で
の
納
付
◆

　

全
国
の
自
治
体
で
地
方
税
統
一
Ｑ
Ｒ

コ
ー
ド
の
運
用
が
開
始
さ
れ
ま
す
。
運
用

開
始
に
伴
い
、
市
税
の
納
付
書
に
は
新
た

に
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
、
全
国
の
金

融
機
関
で
納
付
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。

　

ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

を
活
用
し
て
、
ダ
イ
レ
ク
ト
納
付
（
口
座

振
替
）
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
納
付
な
ど

も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

対
象
と
な
る
税
目

○
市
県
民
税
（
普
通
徴
収
）

○

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

○

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）

※
詳
し
く
は
、「
地
方
税
お
支
払
サ
イ
ト
」

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

税目
納期

固定資産税・
都市計画税

軽自動車税
（種別割） 市県民税 国民健康

保険料
後期高齢者
医療保険料 介護保険料

５月１日（月） １期

５月31日（水） 全期

６月30日（金） 1期

７月31日（月） ２期 １期 １期 １期

８月31日（木） ２期 ２期 ２期 ２期

10月２日（月） ３期 ３期 ３期

10月31日（火） ３期 ４期 ４期 ４期

11月30日（木） ５期 ５期 ５期

12月25日（月） ３期 ６期 ６期 ６期

令和６年
１月31日（水） ４期 ７期 ７期 ７期

２月29日（木） ４期 ８期 ８期 ８期

○納付書は、各納期分をまとめて送りますので、大切に保管し、納期限までに納めてください。
○納付場所は、納付書の裏面を確認してください。
○ 市県民税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料の特別徴収分（年金からの天引き分）については、
年金支給日が引き落とし日となります。

4月から
税金などの納付が
さ・ら・に便利になります
問い合わせ　市民税務課　☎59-2127

ジェントル・リビ

令
和
５
年
度
納
期
限

問
い
合
わ
せ

　

市
民
税
務
課　

☎
59
２
１
２
７

市民の皆さんからお預かりする大切な
お金を責任をもって皆さんの生活に還元
しますという姿勢を表す紳士なカエル。

﹁
地
方
税
お
支
払
い
サ
イ
ト
﹂
は

こ
ち
ら
か
ら
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